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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのＮＦＣタグと、
　近距離通信対応のモバイル・デバイスと、
を備えるセルフチェックアウト・システムであって、
　前記少なくとも１つのＮＦＣタグは、アンテナと、前記少なくとも１つのＮＦＣタグに
関連付けられた製品に関するデータを格納するタグ・プロセッサと、を備え、
　前記モバイル・デバイスが、ＮＦＣ通信モジュールと、モバイル・プロセッサと、
を備え、
　前記ＮＦＣ通信モジュールが、問い合わせ信号を出力し、前記アンテナは、前記問い合
わせ信号を受信し、前記問い合わせ信号の受信に応答して、前記少なくとも１つのＮＦＣ
タグに関連付けられた製品に関する前記製品データを前記アンテナを介して前記タグ・プ
ロセッサに前記問い合わせ信号を送信し、
　前記アンテナが、前記製品データが前記ＮＦＣ通信モジュールによって受信されるよう
に、前記製品データを送信し、
　前記ＮＦＣ通信モジュールが、前記モバイル・プロセッサに前記製品データを送信し、
前記モバイル・プロセッサは、前記製品データの受信に応答して、前記モバイル・デバイ
スのユーザによって購入されたアイテムのリストを表すリスト・データ構造を更新し、
　前記モバイル・プロセッサが、前記製品データの受信に応答して、移動体通信網を介し
てリモート・サーバに接続し、前記製品データによって記述された製品の同等製品に関す
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る価格付けデータついて、前記リモート・サーバに問い合わせ信号を送信し、前記同等製
品の前記価格付けデータが、前記モバイル・プロセッサにアップロードされ、前記モバイ
ル・デバイスの画面上に表示され、
　前記リモート・サーバが、前記同等製品からの価格付け割引を示す割引データを、前記
モバイル・プロセッサにアップロードするのに先立って、前記価格付けデータに付加する
、セルフチェックアウト・システム。
【請求項２】
　サーバ・プロセッサと、データ記憶装置と、サーバ無線トランシーバと、を備える小売
店サーバを含み、
　前記モバイル・デバイスが、前記モバイル・プロセッサの前記製品データの受信に応答
して、前記ＮＦＣタグに関連付けられた製品を示す要求データを、無線ネットワークを介
して前記小売店サーバに送信する他の無線トランシーバを備え、
　前記サーバ・プロセッサが、前記要求データの受信に応答して、前記データ記憶装置上
に格納された価格ルックアップ（ＰＬＵ）データベースから、前記ＮＦＣタグに関連付け
られた前記製品に関する価格付けデータを抽出し、前記サーバ無線トランシーバが、前記
無線ネットワークを通して前記ＮＦＣ対応デバイスへ前記価格付けデータを送信する、請
求項１に記載のセルフチェックアウト・システム。
【請求項３】
　前記モバイル・プロセッサが、前記他の無線トランシーバを介して、前記価格付けデー
タの受信に応答して、前記リスト・データ構造内の価格エントリを更新する、請求項２に
記載のセルフチェックアウト・システム。
【請求項４】
　前記モバイル・プロセッサが、前記リスト・データ構造内に合計価格エントリが生成さ
れるように、前記リスト・データ構造内の価格エントリを合計する、請求項１に記載のセ
ルフチェックアウト・システム。
【請求項５】
　ＮＦＣトランシーバ・ユニットを備える支払端末を含み、
　前記ＮＦＣ対応モバイル・デバイスが、その間のＮＦＣリンクを介して、前記リスト・
データ構造を前記支払端末にコピーし、
　前記支払端末が、前記リスト・データ構造内の合計価格エントリに対応する金額をユー
ザのアカウントの借り方に記入する、請求項１に記載のセルフチェックアウト・システム
。
【請求項６】
　前記タグ・プロセッサが、前記アイテムに関連付けられた価格データをローカルに格納
し、前記問い合わせ信号の受信に応答して前記アンテナを介して前記価格付けデータを送
信する、請求項１に記載のセルフチェックアウト・システム。
【請求項７】
　前記モバイル・プロセッサが、前記製品データに対応する前記製品が前記リスト・デー
タ構造内に含まれるか否かを判別し、前記製品が含まれない場合は、前記製品に対応する
エントリを前記リスト・データ構造内に作成する、請求項１に記載のセルフチェックアウ
ト・システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、小売チェックアウト・システムおよび方法に関する。特に、本発明は、モバ
イル・デバイス対応小売チェックアウト・システムおよび方法に関するが、これに限定さ
れない。
【背景技術】
【０００２】
　小売販売トランザクションにおけるセルフチェックアウトは、小売店および顧客のどち
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らにとってもますます重要性の高まる分野である。小売店側は、店員のコスト削減、在庫
管理および顧客満足度の向上において利点が見られ、顧客側は、セルフチェックアウトに
関連付けられた利便性および待ち時間の削減から利益を得る。
【０００３】
　セルフチェックアウト用端末は、例えば、オハイオ州デイトンのＮＣＲ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ社から供給されているＮＣＲ　ＦａｓｔＬａｎｅなどの買い物の終了時に顧客
がアイテムを端末のバーコード・リーダでスキャンするものとして周知である。しかし、
これでは、顧客が小売店を歩き回ってチェックアウトに到達する以前に、アイテムを事前
にスキャンする機会が与えられない。アイテムをスキャンするための設定場所を提供する
ことで、結果として、セルフチェックアウト端末での待ち行列ができるが、手作業でのチ
ェックアウトに比べると、待ち時間は減少する。
【０００４】
　セルフチェックアウトの代替方法は、顧客が使用するハンドヘルド型バーコード・スキ
ャナを小売店が提供することである。これによって、顧客は、小売店を歩き回る間に自分
の購入品をスキャンすることが可能となり、顧客が店舗を後にする際に支払請求書が提供
される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この請求書は、ドッキング・ステーションにスキャナをドッキングすること、またはス
キャナにリード線を接続することのいずれかによって、スキャナからダウンロードされる
。この方法には、店舗が顧客の使用するハンドヘルド型スキャナを提供しなければならな
いという点において、関連付けられたインフラストラクチャの問題がある。顧客が収集の
ためにスキャナを格納しなければならないドッキング・ステーションの占有面積は、貴重
な小売店の占有面積を使用するため、小売店の最善の利用法とはならない。小売店がスキ
ャナの保守に関する責任を負うという点で、こうしたシステムに関連付けられた保守の問
題も存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、少なくとも１つのＮＦＣタグと、近距離通信対応のモバ
イル・デバイスと、を備えるセルフチェックアウト・システムが提供され、少なくとも１
つのＮＦＣタグは、アンテナと、少なくとも１つのＮＦＣタグに関連付けられた製品に関
するデータを格納するタグ・プロセッサと、を備え、モバイル・デバイスは、ＮＦＣ通信
モジュールと、モバイル・プロセッサと、を備え、ＮＦＣ通信モジュールは、問い合わせ
信号を出力し、アンテナは、問い合わせ信号を受信し、問い合わせ信号の受信に応答して
、少なくとも１つのＮＦＣタグに関連付けられた製品に関する製品データをアンテナを介
してタグ・プロセッサに問い合わせ信号を送信し、アンテナは、製品データがＮＦＣ通信
モジュールによって受信されるように、製品データを送信し、ＮＦＣ通信モジュールは、
モバイル・プロセッサに製品データを送信し、モバイル・プロセッサは、製品データの受
信に応答して、モバイル・デバイスのユーザによって購入されたアイテム・リストを表す
リスト・データ構造を更新し、モバイル・プロセッサは、製品データの受信に応答して、
移動体通信網を介してリモート・サーバに接続し、製品データによって記述された製品の
同等製品に関する価格付けデータついて、リモート・サーバに問い合わせ信号を送信し、
同等製品の価格付けデータが、モバイル・プロセッサにアップロードされ、モバイル・デ
バイスの画面上に表示され、リモート・サーバは、同等製品からの価格付け割引を示す割
引データを、モバイル・プロセッサにアップロードするのに先立って、価格付けデータに
付加する。
【０００７】
　こうしたシステムは、小売店がチェックアウトを保守する責任のみを負うユーザ駆動シ
ステムを提供する。
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【０００８】
　ＮＦＣという用語は、本明細書で使用される場合、通常、２０ｃｍ未満という短距離の
無線周波識別（ＲＦＩＤ）タイプの技術を意味することを理解されたい。
【０００９】
　少なくとも１つのＮＦＣタグは、少なくとも１つのＮＦＣタグに関連付けられた製品に
隣接する棚上に配置することができる。少なくとも１つのＮＦＣタグは、棚上の価格ラベ
ルに埋め込むことができる。少なくとも１つのＮＦＣタグは、棚の位置に永続的に取り付
け、少なくとも１つのＮＦＣタグに隣接する製品が変更された場合、上記製品を反映する
ように再プログラミングすることができる。代替的にまたは追加的に、少なくとも１つの
ＮＦＣタグを、それが関連付けられた製品に添付することができる。
【００１０】
　ＮＦＣタグの使用により、低コスト、低保守の製品データを格納する手段を提供する。
【００１１】
　タグ・プロセッサは、例えばＶＰＮなどのネットワークへのアクセス、またはファイア
ウォールの通過を必要とする、例えば暗号鍵などのセキュリティ・トークンを格納するよ
うに配置することができる。これにより、買物客は、合法的トランザクションを実行して
いない第三者からの無線ネットワークの保全性を維持しながら、小売店の無線ネットワー
クにアクセスすることができる。
【００１２】
　システムは、サーバ・プロセッサと、データ記憶装置と、サーバ無線トランシーバとを
備える小売店サーバを備えることができる。ＮＦＣ対応モバイル・デバイスは、他の無線
トランシーバも備えることができる。モバイル・プロセッサは、問い合わせ信号内にセキ
ュリティ・トークンに対する要求を含めることができる。タグ・プロセッサは、問い合わ
せ信号の受信に応答して、セキュリティ・トークンを送信することができる。他の無線ト
ランシーバは、モバイル・プロセッサの製品データの受信に応答して、ＮＦＣタグに関連
付けられた製品を示す要求データを、無線ネットワークを介して小売店サーバに送信する
ことができる。モバイル・プロセッサは、要求データ内にセキュリティ・トークンを挿入
することができる。サーバ無線トランシーバは、サーバ・プロセッサに要求データを送信
することができる。サーバ無線トランシーバは、モバイル・デバイスから受信したセキュ
リティ・トークンを条件として、要求データをサーバ・プロセッサに送信することができ
る。サーバ・プロセッサは、要求データの受信に応答して、データ記憶装置上に格納され
た価格ルックアップ（ＰＬＵ）データベースから、ＮＦＣタグに関連付けられた製品に関
する価格付けデータを抽出することができる。サーバ無線トランシーバは、無線ネットワ
ークを介してＮＦＣ対応デバイスへ価格付けデータを送信することができる。
【００１３】
　タグ・プロセッサは、製品に関連付けられた価格付けデータをローカルに格納すること
ができる。タグ・プロセッサは、問い合わせ信号の受信に応答して、アンテナを介して価
格付けデータを送信することができる。これにより、価格付けデータを取得するために小
売店サーバに問い合わせ信号を送るための要件を除去する。
【００１４】
　モバイル・プロセッサは、価格付けデータの受信に応答してリスト・データ構造内の価
格エントリを更新することができる。プロセッサは、リスト・データ構造内に合計価格エ
ントリが生成されるように、リスト・データ構造内のすべての価格エントリを合計するこ
とができる。
【００１５】
　システムは、支払端末を備えることができる。支払端末は、ＮＦＣトランシーバ・ユニ
ットを備えることができる。支払端末は、例えば両面感熱紙レシート・プリンタなどのレ
シート・プリンタを備えることができる。ＮＦＣ対応モバイル・デバイスは、その間のＮ
ＦＣリンクを介して、リスト・データ構造を支払端末にコピーすることができる。支払端
末は、リスト・データ構造内の合計価格エントリに対応する金額をユーザのアカウントの
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借り方に記入することが可能であり、例えばユーザのアカウントは、その銀行口座または
店舗口座とすることができる。
【００１６】
　消費者の専用ハンドヘルド・デバイスの使用に結合された支払端末の提供により、従来
技術のバーコード・スキャナの収集地点が占めていた占有面積が解放される。
【００１７】
　一実施形態では、支払端末を、プロセッサおよびデータ記憶装置を備える小売店サーバ
に接続することが可能であり、データ記憶装置上にはＰＬＵデータベースが格納される。
支払端末は、リスト・データ構造内の各エントリに関連付けられた価格付けデータをＰＬ
Ｕデータベースから抽出するように配置することができる。支払端末は、ＰＬＵデータベ
ースから抽出されたすべての価格付けデータを合計し、そこから合計価格データを生成す
ることができる。支払端末は、ＮＦＣ対応デバイスに合計価格データをアップロードする
ように配置することができる。モバイル・プロセッサは、合計価格データをリスト・デー
タ構造内の合計価格エントリに変換するように配置することができる。支払端末は、上記
価格付けデータをＮＦＣ対応デバイスにアップロードするように配置することができる。
モバイル・プロセッサは、合計価格エントリがリスト・データ構造内で生成されるように
、支払端末からアップロードされたすべての価格付けデータを合計するように配置するこ
とができる。
【００１８】
　価格付けデータを提供するためにＰＬＵテーブルを使用すれば、あらゆるハンドヘルド
端末、例えば携帯電話が、更新された製品価格リストを維持する必要はない。これによっ
て、ハンドヘルド・デバイス上でこの用途専用とするのに必要なメモリが少なくなる。
【００１９】
　モバイル・プロセッサは、製品データに対応する製品がリスト・データ構造内に含まれ
るか否かを判別し、製品が含まれない場合は、上記製品に対応するエントリをリスト・デ
ータ構造内に作成することができる。モバイル・プロセッサは、製品データの受信に応答
して、リスト・データ構造上のエントリのフラグを変更することができる。フラグは、リ
スト・データ構造内のエントリに対応するアイテムの記述が、モバイル・デバイスのディ
スプレイ上に表示される場合に購入済みとして示されるようにすることができる。プロセ
ッサは、購入済みとしてフラグが立てられていないアイテムのみがモバイル・デバイスの
ディスプレイ上に表示されるように、データ構造にフィルタを適用することができる。リ
スト・データ構造は、食料雑貨リストを備えることができる。
【００２０】
　製品データは、製品の成分、可能な調理法、製品に関する健康情報、製品に関する栄養
情報、製品特有のアレルギー警告のいずれかを含むが、これらに限定されない。モバイル
・プロセッサは、モバイル・デバイスの画面で製品データの少なくとも一部を閲覧するよ
うにユーザに促すプロンプトを生成するように配置することが可能であり、ユーザが選択
した場合、選択された製品データの一部を画面で出力するように配置することができる。
モバイル・プロセッサは、モバイル・デバイスの画面で、製品データに対応するアイテム
の価格付けデータをＰＬＵデータベースに要求するようにユーザに促すプロンプトを生成
するように配置することができる。無線トランシーバは、ユーザの価格付けデータの要求
に応答して、価格付けデータをＰＬＵデータベースに要求するように配置することができ
る。モバイル・プロセッサは、製品を購入するか否かをユーザに促すプロンプトと共に、
モバイル・デバイスの画面に価格付けデータの少なくとも一部を表示するように配置する
ことができる。モバイル・プロセッサは、ユーザがプロンプトに応答して製品の購入を希
望する旨を示す場合にのみ、リスト・データ構造を更新するように配置することができる
。
【００２１】
　価格付けデータは、例えば代替小売店または代替ブランドにおいて製品データによって
記述された製品の同等製品に関するデータである。割引データは、例えば電子クーポンの
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形で、同等製品からの価格付け割引を示すデータである。
【００２２】
　モバイル・プロセッサは、リスト・データ内のエントリ数に制限を課すように配置する
ことができる。モバイル・プロセッサは、リスト・データ内のエントリの合計値に制限を
課すように配置することができる。モバイル・プロセッサは、アイテムの価格付けデータ
を受信すると直ちに、アイテムの価格をモバイル・デバイスの画面上に表示させるように
配置することができる。モバイル・プロセッサは画面でプロンプトを生成するように配置
することができる。
【００２３】
　ＮＦＣ対応モバイル・デバイスは、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、電子財布、ス
マートカード、スマート・ウォッチ、ウェアラブル・コンピュータのうちのいずれかを備
えることができる。
【００２４】
　本発明の第２の態様によれば、
　ｉ）モバイル・デバイスのＮＦＣ通信モジュールから問い合わせ信号を出力するステッ
プと、
　ｉｉ）ＮＦＣタグのアンテナで問い合わせ信号を受信するステップと、
　ｉｉｉ）問い合わせ信号をＮＦＣタグのタグ・プロセッサに渡すステップと、
　ｉｖ）タグ・プロセッサでの問い合わせ信号の受信に応答して、少なくとも１つのＮＦ
Ｃタグに関連付けられた製品に関する製品データを、タグ・プロセッサからアンテナに渡
すステップと、
　ｖ）モバイル・デバイスのＮＦＣ通信モジュールによって製品データが受信されるよう
に、アンテナを介して製品データを送信するステップと、
　ｖｉ）モバイル・プロセッサに製品データを渡すステップと、
　ｖｉｉ）モバイル・プロセッサで格納されたリスト・データ構造を更新するステップで
あって、このリスト・データ構造は、製品データの受信に応答してモバイル・デバイスの
ユーザによって購入されたアイテムのリストを表すステップと、
を含むセルフチェックアウト方法が提供される。
【００２５】
　この方法は、少なくとも１つのＮＦＣタグに関連付けられた製品に隣接する棚上に、少
なくとも１つのＮＦＣタグを配置するステップを含むことができる。この方法は、棚上の
価格ラベル内に少なくとも１つのＮＦＣタグを埋め込むステップを含むことができる。こ
の方法は、少なくとも１つのＮＦＣタグを棚の位置に永続的に取り付けるステップと、少
なくとも１つのＮＦＣタグに隣接する製品が変更された場合、上記製品を反映するように
少なくとも１つのＮＦＣタグを再プログラミングするステップとを含むことができる。代
替的にまたは追加的に、この方法は、少なくとも１つのＮＦＣタグを、それが関連付けら
れた製品に添付するステップを含むことができる。この方法は、モバイル・プロセッサの
製品データの受信に応答して、ＮＦＣタグに関連付けられた製品を示す要求データを、他
の無線トランシーバから小売店サーバに、無線ネットワークを介して送信するステップを
含むことができる。この方法は、要求データの受信に応答して、データ記憶装置上に格納
されたＮＦＣタグに関連付けられた製品に関する価格付けデータを価格ルックアップ（Ｐ
ＬＵ）データベースから抽出するステップを含むことができる。この方法は、価格付けデ
ータを、サーバからＮＦＣ対応デバイスへと、無線ネットワークを介して送信するステッ
プを含むことができる。この方法は、他の無線トランシーバを介した価格付けデータの受
信に応答して、リスト・データ構造内の価格エントリを更新するステップを含むことがで
きる。この方法は、合計価格エントリがリスト・データ構造内に生成されるように、リス
ト・データ構造内のすべての価格エントリを合計するステップを含むことができる。
【００２６】
　この方法は、それらの間のＮＦＣリンクを介してリスト・データ構造を支払端末にコピ
ーするステップを含むことができる。この方法は、支払端末によって、リスト・データ構
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造内の合計価格エントリに対応する金額だけ、ユーザのアカウントの借り方に記入するス
テップを含むことが可能であり、例えばユーザのアカウントは、その銀行口座または店舗
口座とすることができる。
【００２７】
　一実施形態において、この方法は、支払ユニットを、プロセッサおよびデータ記憶装置
を備えた小売店サーバに接続するステップを含むことが可能であり、データ記憶装置上に
はＰＬＵデータベースが格納される。この方法は、リスト・データ構造内の各エントリに
関連付けられた価格付けデータをＰＬＵデータベースから抽出するステップを含むことが
できる。この方法は、価格付け端末で、ＰＬＵデータベースから抽出されたすべての価格
付けデータを合計するステップと、そこから合計価格データを生成するステップとを含む
ことができる。この方法は、ＮＦＣ対応デバイスに合計価格データをアップロードするス
テップを含むことができる。この方法は、合計価格データをリスト・データ構造内の合計
価格エントリに変換するステップを含むことができる。この方法は、価格付けデータを支
払端末からＮＦＣ対応モバイル・デバイスにアップロードするステップを含むことができ
る。この方法は、モバイル・プロセッサで、合計価格エントリがリスト・データ構造内で
生成されるように、支払端末からアップロードされたすべての価格付けデータを合計する
ステップを含むことができる。
【００２８】
　この方法は、ユーザが、製品データを受信すると直ちに、ＰＬＵデータベースに問い合
わせ信号を送信できるようにするステップを含むことができる。この方法は、製品を購入
するか否かをユーザに促すステップを含むことができる。この方法は、ユーザがプロンプ
トに応答して、製品の購入を希望する旨を示す場合にのみ、リスト・データ構造を更新す
るステップを含むことができる。
【００２９】
　この方法は、モバイル・プロセッサで、製品データに対応する製品がリスト・データ構
造内に含まれるか否かを判別するステップと、製品が含まれない場合は、上記製品に対応
するエントリをリスト・データ構造内に作成するステップとを含むことができる。この方
法は、モバイル・プロセッサで、製品データの受信に応答して、リスト・データ構造上の
エントリのフラグを変更するステップを含むことができる。この方法は、リスト・データ
構造内のエントリに対応するアイテムの記述を、フラグの条件に依存して、モバイル・デ
バイスのディスプレイ上に表示される場合に購入済みとして表示させるステップを含むこ
とができる。この方法は、購入済みとしてフラグが立てられていないアイテムのみがモバ
イル・デバイスのディスプレイ上に表示されるように、データ構造にフィルタを適用する
ステップを含むことができる。
【００３０】
　この方法は、モバイル・プロセッサは、モバイル・デバイスの画面で製品データの少な
くとも一部を閲覧するようにユーザに促すプロンプトを生成するステップを含むことが可
能であり、ユーザが選択した場合、選択された製品データの一部を画面で出力するように
配置することができる。
【００３１】
　この方法は、リスト・データ内のエントリ数を制限するステップを含むことができる。
【００３２】
　本発明の第３の態様によれば、
　ｉ）製品に関連付けられたＮＦＣタグからＮＦＣ対応モバイル・デバイスへ製品データ
をアップロードするステップと、
　ｉｉ）モバイル・デバイスにより、無線ネットワークを介してリモート・サーバにアク
セスするステップと、
　ｉｉｉ）製品データに関連付けられた製品と同等の製品に関するデータがデータベース
内に存在するか否かを判別するために、リモート・サーバで格納されたデータベースに問
い合わせ信号を送信するステップと、
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　ｉｖ）同等の製品に対するデータをモバイル・デバイスに送信するステップと、
　ｖ）モバイル・デバイスのユーザにモバイル・デバイスを介してデータを出力するステ
ップと、
を含む消費者価格比較を提供するステップが提供される。
【００３３】
　この方法は、製品データの受信に応答して、例えば３Ｇ、ＵＭＴＳ、ＧＳＭネットワー
クなどの移動体通信網を介して、リモート・サーバに接続するステップを含むことができ
る。この方法は、例えば代替小売店または代替ブランドにおいて製品データによって記述
された製品の同等製品に関する価格付けデータについて、リモート・サーバに問い合わせ
信号を送るステップを含むことができる。この方法は、例えば電子クーポンの形で、同等
製品からの価格付け割引を示す割引データをモバイル・プロセッサにアップロードするの
に先立って、価格付けデータに付加するステップを含むことができる。
【００３４】
　本発明の第４の態様によれば、ＮＦＣ通信モジュールおよびモバイル・プロセッサを備
えるモバイル・デバイスが提供され、ＮＦＣ通信モジュールは、製品データはＮＦＣタグ
に関連付けられた製品を示す製品データをＮＦＣタグから受信すること、および上記製品
データをモバイル・プロセッサに渡すことを実行するように配置され、モバイル・プロセ
ッサは、モバイル・プロセッサで格納されたリスト・データ構造を更新するように配置さ
れ、リスト・データ構造は、製品データの受信に応答して、モバイル・デバイスのユーザ
によって購入されたアイテムのリストを表す。
【００３５】
　ＮＦＣ対応モバイル・デバイスは、他の無線トランシーバを備えることができる。他の
無線トランシーバは、モバイル・プロセッサの製品データの受信に応答して、ＮＦＣタグ
に関連付けられた製品を示す要求データを、無線ネットワークを介して小売店サーバに送
信するように配置することができる。ＮＦＣ通信モジュールは、無線ネットワークを介し
て価格付けデータを受信するように配置することができる。モバイル・プロセッサは、他
の無線トランシーバを介した価格付けデータの受信に応答して、リスト・データ構造内の
価格エントリを更新するように配置することができる。プロセッサは、合計価格エントリ
がリスト・データ構造内に生成されるように、リスト・データ構造内のすべての価格エン
トリを合計するように配置することができる。
【００３６】
　ＮＦＣ対応モバイル・デバイスは、それらの間のＮＦＣリンクを介して、リスト・デー
タ構造を支払端末にコピーするように配置することができる。
【００３７】
　モバイル・プロセッサは、支払端末からアップロードされた合計価格データを、リスト
・データ構造内の合計価格エントリに変換するように配置することができる。モバイル・
デバイスは、支払端末から価格付けデータをアップロードするように配置することができ
る。モバイル・プロセッサは、合計価格エントリがリスト・データ構造内で生成されるよ
うに、支払端末からアップロードされたすべての価格付けデータを合計するように配置す
ることができる。
【００３８】
　モバイル・プロセッサは、製品データに対応する製品がリスト・データ構造内に含まれ
るか否かを判別するように、および製品が含まれない場合は、上記製品に対応するエント
リをリスト・データ構造内に作成するように配置することができる。モバイル・プロセッ
サは、製品データの受信に応答して、リスト・データ構造上のエントリのフラグを変更す
るように配置することができる。フラグは、リスト・データ構造内のエントリに対応する
アイテムの記述が、モバイル・デバイスのディスプレイ上に表示される場合に、購入済み
として示されるように配置することができる。モバイル・プロセッサは、モバイル・デバ
イスの画面で製品データの少なくとも一部を閲覧するように、ユーザに促すプロンプトを
生成するように配置することが可能であり、ユーザが選択した場合、選択された製品デー
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タの一部を画面で出力するように配置することができる。
【００３９】
　モバイル・プロセッサは、製品データの受信に応答して、移動体通信網を介してリモー
ト・サーバに接続するように配置することができる。モバイル・プロセッサは、例えば代
替小売店または代替ブランドにおいて製品データによって記述された製品の同等製品に関
する価格付けデータついて、リモート・サーバに問い合わせ信号を送るように配置するこ
とができる。同等製品の価格付けデータをモバイル・プロセッサにアップロードすること
、およびモバイル・デバイスの画面上に表示することができる。リモート・サーバは、例
えば電子クーポンの形で、同等製品からの価格付け割引を示す割引データを、モバイル・
プロセッサにアップロードするのに先立って、価格付けデータに付加することができる。
【００４０】
　モバイル・プロセッサは、リスト・データ内のエントリ数に制限を課すことができる。
【００４１】
　ＮＦＣ対応モバイル・デバイスは、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、電子財布、ス
マートフォン、スマートカード、スマート・ウォッチ、ウェアラブル・コンピュータのう
ちのいずれかを備えることができる。
【００４２】
　本発明の第５の態様によれば、ＮＦＣ通信モジュールと、プロセッサと、ネットワーク
接続とを備えた支払端末が提供され、ＮＦＣ通信モジュールは、ＮＦＣ対応モバイル・デ
バイスからリスト・データ構造を受信するように配置され、リスト・データは、モバイル
・デバイスのユーザによって購入された少なくとも１つの製品を示し、プロセッサは、ア
カウント識別子およびリスト・データ内に含まれる合計価格データに基づいて、リモート
・ホストに支払いを要求するように配置される。
【００４３】
　支払端末は、リスト・データ構造に詳細に示されたアイテムを詳細に示すレシートを印
刷するように配置されたプリンタを備えることができる。プリンタは、サーマル・プリン
タを含むことができる。プリンタは、両面サーマル・プリンタを含むことができる。
【００４４】
　本発明の第６の態様によれば、モバイル・デバイスのプロセッサ上で実行された場合、
プロセッサに、モバイル・プロセッサで格納されたリスト・データ構造を更新させるソフ
トウェアが提供され、このリスト・データ構造は、モバイル・デバイスのＮＦＣ通信モジ
ュールからの製品に関連付けられた製品データの受信に応答して、モバイル・デバイスの
ユーザによって購入されたアイテムのリストを表示する。
【００４５】
　ソフトウェアは、他の無線トランシーバを介した価格付けデータの受信に応答して、プ
ロセッサにリスト・データ構造内の価格エントリを更新させることができる。ソフトウェ
アは、リスト・データ構造内に合計価格エントリが生成されるように、プロセッサにリス
ト・データ構造内のすべての価格エントリを合計させることができる。ソフトウェアは、
プロセッサに、ＮＦＣ通信モジュールを介してリスト・データ構造のコピーを支払端末に
出力させることができる。ソフトウェアは、プロセッサに、製品データに対応する製品が
リスト・データ構造内に含まれるか否かを判別させること、および製品が含まれない場合
は、上記製品に対応するエントリをリスト・データ構造内に作成させることが可能である
。ソフトウェアは、プロセッサにリスト・データ内のエントリ数に制限を課すよう実行さ
せることができる。
【００４６】
　ソフトウェアは、製品データの受信に応答して、プロセッサに、移動体通信網を介して
リモート・サーバに接続させることができる。ソフトウェアは、プロセッサに、例えば代
替小売店または代替ブランドにおいて製品データによって記述された製品の同等製品に関
する価格付けデータついて、リモート・サーバに問い合わせ信号を送らせることができる
。ソフトウェアは、プロセッサに、同等製品の価格付けデータをアップロードすること、
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および同等製品の価格付けデータをモバイル・デバイスの画面上に表示することを実行さ
せることができる。
【００４７】
　ソフトウェアは、製品データの受信に応答して、プロセッサに、リスト・データ構造上
のエントリのフラグを変更させることができる。フラグは、リスト・データ構造内のエン
トリに対応するアイテムの記述が、モバイル・デバイスのディスプレイ上に表示される場
合に購入済みとして示されるように配置することができる。ソフトウェアは、プロセッサ
に、モバイル・デバイスの画面で製品データの少なくとも一部を閲覧するようにユーザに
促すプロンプトを生成させることが可能であり、ユーザが選択した場合、選択された製品
データの一部を画面で出力するように配置することができる。
【００４８】
　次に、本発明について、添付の図面を参照しながら単なる例として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の態様による小売チェックアウト・システムを示す概略図である。
【図２】図１のシステムの携帯電話を示す概略図である。
【図３】図１のシステムのＮＦＣタグを示す概略図である。
【図４】本発明の態様による小売チェックアウト方法を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　次に、図１から図３を参照すると、小売チェックアウト・システム１００は、携帯電話
１０２と、カート１０４と、ＮＦＣ製品タグ１０６と、支払端末１０８と、小売店サーバ
１０９とを備える。
【００５１】
　携帯電話１０２は、キーパッド１１０と、画面１１２と、スピーカ１１４と、無線トラ
ンシーバ１１６と、セル式トランシーバ１１８と、プロセッサ１２０と、ＮＦＣモジュー
ル１２２とを備える。
【００５２】
　通常、無線トランシーバ１１６は、８０２．１１　ＷｉｆｉまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
トランシーバである。しかし、Ｗｉｍａｘ、セル式ネットワーク、またはＺｉｇｂｅｅト
ランシーバも可能な無線トランシーバである。本発明については、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈト
ランシーバを参照しながら説明する。
【００５３】
　ＮＦＣモジュール１２２は、アンテナ１２４と、コネクタ１２６とを備える。コネクタ
１２６は、アンテナ１２４をプロセッサ１２０と接続させる。プロセッサ１２０は、無線
周波数信号を変調および復調するように動作可能であり、問い合わせ信号を生成する。
【００５４】
　通常、３～３０ＭＨｚの高周波用途の場合、アンテナ１２４は、リソグラフィ成形した
金属スパイラル・アンテナである。３００ＭＨｚ～３ＧＨｚの超高周用途の場合、プロセ
ッサ１２０にインピーダンス整合する折り曲げたまたはメアンダ形状にしたダイポール・
アンテナ１２４が使用可能である。
【００５５】
　一般に、無線トランシーバ１１６は、２．４～２．４８３５ＧＨｚの間の周波数帯で動
作する。通常、周波数帯は、７９の１ＭＨｚ幅のサブチャネルに分割される。一般に、ト
ランシーバは、こうしたサブチャネル間を１秒間に最高１６００回ホッピングするように
配置され、このホッピング・シーケンスは、マスタ・デバイスとして周知である２つの接
続されたデバイスのうちの１つのアドレスおよびクロックから導出され、擬似ランダムで
ある。
【００５６】
　カート１０４は、バッグ・ホルダ１２８と、セキュリティ・スケール１３０とを備える
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。
【００５７】
　ＮＦＣ製品タグ１０６は、アンテナ１３２と、プロセッサ１３４とを備える。プロセッ
サ１３４は、無線周波数信号を変調および復調し、製品データをローカルに格納する。
【００５８】
　本発明の実施形態では、ＮＦＣタグ１０６について、出力信号を生成するための電力が
アンテナの信号受信から導出される内部電源を有さない受動デバイスに関連して説明する
。しかし、本発明は、受動ＲＦＩＤタグと同様に、半受動および能動ＮＦＣモジュールに
も等しく適用可能であることを理解されたい。半受動モジュールは、ＩＣに電力を供給す
る電源を組み込む。能動モジュールは、ＩＣに電力を供給し、問い合わせ信号に応答して
同報通信信号の出力に電力を供給する電源を備える。
【００５９】
　通常、ＮＦＣタグ１０６は、２．０ＭＨｚの帯域幅を備える１３．５６ＭＨｚの電磁波
を放出および受信し、普通、１００％変調の修正済みミラー符号化を使用した１０６Ｋｂ
ｐｓ－１、あるいは、変調率１０％のマンチェスタ符号化を使用した２１２または４２４
Ｋｂｐｓ－１のデータ・レートをサポートする。ＮＦＣタグの典型的な有効範囲は５から
２０ｃｍの間であり、一般に、１５ｃｍ以下である。
【００６０】
　支払端末１０８は、ＮＦＣモジュール１３６と、プロセッサ１３８と、プリンタ１４０
と、ネットワーク接続１４２とを備える。通常、プリンタ１４０はサーマル・プリンタで
あり、両面サーマル・プリンタとすることができる。
【００６１】
　小売店サーバ１０９は、プロセッサ１４４と、通常は磁気ディスク１４６であるデータ
記憶装置と、無線トランシーバ１４８とを備える。無線トランシーバ１４８は、携帯電話
１０２の無線トランシーバ１１６に対する相補演算プロトコルを有することになる。
【００６２】
　データ記憶装置１４６上には、価格ルックアップ（ＰＬＵ）データベース１４９が格納
される。ＰＬＵデータベース１４９は、小売業者によって在庫されているアイテム、普通
はすべてのアイテムに関する識別子１４９ａと、それらに対応する価格付けデータ１４９
ｂとを含むエントリを備える。
【００６３】
　使用に際して、小売業者は、棚１５２上にアイテム１５０を配置し、このアイテムはそ
れに関連付けられたＮＦＣタグ１０６を有する。プロセッサ１３４上には、アイテム１５
０の詳細が格納される。アイテム１５０の記述例は、価格、製造業者の詳細、店舗コード
である。
【００６４】
　携帯電話１０２を所有する消費者は、購入を希望するアイテムのリストを携帯電話のプ
ロセッサ１２０に入力することができる。通常、これは、事前に生成されたリストをＰＣ
からダウンロードすること、携帯電話のメニューから製品を選択すること、またはキーパ
ッド１１０を介してアイテムの記述を携帯電話１０２に入力することによって達成される
。一般に、プロセッサ１２０へのリストの入力はオプションである。
【００６５】
　消費者は、通常、キーパッド１１０を介して携帯電話のＮＦＣモジュール１２２を起動
する。購入を希望するアイテム１５０が見つかると、ユーザは、ＮＦＣタグ１０６の近く
、通常は５～１５ｃｍ以内に、携帯電話１０２を配置する。ＮＦＣモジュール１２２は、
プロセッサ１２０で生成された問い合わせ信号を受信する。問い合わせ信号は、アンテナ
１２４を介して出力される。
【００６６】
　問い合わせ信号は、ＮＦＣタグ１０６のアンテナ１３２で受信される。ＮＦＣタグ１０
６のプロセッサ１３４は、例えば、アンテナ１２０とインピーダンス整合するショットキ
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ー・ダイオードにより受動タグを後方散乱させる場合、問い合わせ信号を復調する。次に
、プロセッサ１３４は、例えば信号内の埋め込みセキュリティ・コードをチェックするこ
とによって、問い合わせ信号が有効であるか否かを判別する。問い合わせ信号が有効な場
合、プロセッサ１３４は、プロセッサ１３４で格納されたアイテムの一部またはすべての
詳細を担持する製品信号を生成し、少なくともアイテムの製品識別子およびその価格が製
品信号内に符号化されることになる。製品信号はアンテナ１３２を介して出力される。製
品信号は、携帯電話のＮＦＣモジュール１２２のアンテナ１２４によって受信される。こ
れがコネクタ１２６を介してプロセッサ１２０に渡され、復調され、製品データが抽出さ
れる。いくつかの実施形態では、顧客は、アイテム１５０の購入を希望する旨を確認する
ためのプロンプトを、携帯電話１０２の画面１１２上で受信する。プロンプトは、アイテ
ムに関する価格付け情報を含むことが可能であり、一般に、確認は、キーパッド１１０上
のキーを消費者が押すことによって進行する。消費者がアイテムを拒否する場合、それ以
上の動作は実行されず、タイムアウト期間を設定することが可能であり、そのタイムアウ
ト期間内に購入が確認されなかった場合、消費者はアイテムを拒否したものと推定される
。これにより、消費者が単に見て回るためにアイテムを選択した場合に、そのアイテムが
消費者のリストに追加されるのを防ぐ。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、プロンプトは、消費者が購入を確認する以前に、アイテムの
価格を見ることを希望するか否かを消費者に尋ねることも可能であり、これらの実施形態
では、以下で詳細に説明するように、携帯電話１０２は小売店サーバ１０９に接続し、Ｐ
ＬＵデータベース１４９に問い合わせ信号を送信する。携帯電話１０２の画面１１２上に
価格付けデータが表示されると、ユーザは、前述のように、アイテム１５０の購入を確認
または拒否する。こうした配置により、価格の知識を伴ってアイテムを見て回ることがで
きる。
【００６８】
　以下で「リスト」と呼ばれるリスト・データ構造がプロセッサ１２０に存在する場合、
プロセッサは、リスト上のエントリを使用して、製品データに含まれる製品識別子を相互
参照する。通常、製品識別子がリスト上のアイテムに対応する場合、プロセッサ１２０は
、アイテムの１つのインスタンスが購入されたことを示すために増分される、リスト内の
アイテムのエントリに関連付けられた第１のフラグを設定する。フラグ値がリスト内で必
要なインスタンスの数に等しい場合、第２のフラグが「購入済」に設定される。事前ロー
ドされたリスト上にないあるアイテムがスキャンされ、適用可能であればユーザによって
購入が確認された場合、追加アイテムに対応する新しいエントリがリスト内に作成される
。
【００６９】
　携帯電話１０２上に事前ロードされたリストがない場合、プロセッサ１２０は、第１の
アイテム１５０がスキャンされ、適用可能であれば消費者によって購入が確認されるとす
ぐにリストを作成する。アイテムがスキャンされるごとに、このリストに新しいエントリ
が作成される。
【００７０】
　一実施形態では、タグ・プロセッサ１３４は、タグ１０６が関連付けられたアイテムの
価格付けデータを格納し、携帯電話１０２に送信された製品データは価格付けデータを含
む。プロセッサ１１０は、タグ１０６から受信した単価と共にリスト内に価格エントリを
作成し、携帯電話１０２を使用して、いくつかの同一アイテム１５０が購入された場合、
適切な乗数を使用してそれらのアイテムの合計価格が生成され、この合計価格がそのアイ
テムの価格リスト・エントリとして格納される。
【００７１】
　代替実施形態では、プロセッサ１２６は、それぞれの無線トランシーバ１１６、携帯電
話１０２および小売店サーバ１０９の間に無線接続を確立するために必要な接続データを
格納する。通常、接続データは、携帯電話の４８ビット・アドレス、信頼される関係を確
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立するために必要なパスキー、デバイス・クラス、デバイスによって提供されるサービス
のリスト、並びに例えば、デバイスの機能、製造業者、使用される無線仕様、クロック・
オフセットなどの、デバイスに関連付けられた技術情報を含むが、これらに限定されない
。
【００７２】
　許可されると、無線デバイス発見段階が、携帯電話１０２と小売店サーバ１０９との間
で交換される発見情報と共に入力される。典型的な発見情報には、携帯電話１０２および
小売店サーバ１０９の無線デバイス・アドレス、並びにセキュアなデータ・リンクを確立
するために必要な暗号情報が含まれるが、これらに限定されない。携帯電話１０２または
小売店サーバ１０９のいずれかが、デバイス発見段階中に交換されたそれぞれの無線アド
レスを使用して、他方との無線接続を確立する。無線デバイスの組み合わせ認証段階で、
デバイス発見段階中に交換された他方のデータが使用される。携帯電話１０２と小売店サ
ーバ１０９との組み合わせは、読み出し専用または読み出し／書き込みのいずれかとして
実施することができる。一方の側が読み出し専用の場合、一方向認証が実行される。両方
の側が読み出し／書き込みの場合、両方向認証が実行される。携帯電話１０２および小売
店サーバ１０９のそれぞれの無線トランシーバが、通常はリンク・マネージャ・プロトコ
ル（ＬＭＰ）を使用して、それらの間の無線接続データを確立する。通常、ＬＭＰはハン
ドセットとＳＳＴとの間の認証、および適用可能であれば、データの適切な暗号化を含む
データ・リンクの継続を管理する。
【００７３】
　携帯電話のプロセッサ１１０は、アイテムの製品データがリストに追加されるのに応答
して、携帯電話１０２と小売店サーバ１０９との間に確立された無線リンクを介して、Ｐ
ＬＵデータベース１４９からの価格付けデータに関する要求を発行する。価格付けデータ
に関する要求は、タグ１０６から携帯電話１０２によって受信された製品信号に含まれる
アイテム識別データ、通常はアイテムコードを備える。ＰＬＵデータベース１４９は、関
連する価格付けデータ１４９ｂを抽出するために、価格付けデータに関する要求に含まれ
るデータと、ＰＬＵデータベース１４９に含まれる識別子１４９ａとを相関させる。価格
付けデータ１４９ｂは、無線リンクを介して携帯電話１０２に送信され、ここでプロセッ
サ１１０は、小売店サーバ１０９からダウンロードされた単価と共にリスト内に価格エン
トリを作成し、携帯電話１０２を使用していくつかの同一アイテム１５０が購入された場
合、適切な乗数を使用してそれらのアイテムの合計価格が生成され、この合計価格がその
アイテムの価格リスト・エントリとして格納される。少なくとも１つの用途で、タグ・プ
ロセッサ１３４は、店舗の無線ネットワークにアクセスするために必要なセキュリティ・
トークンを格納し、問い合わせ信号の受信に応答して、これを携帯電話に送信する。この
セキュリティ・トークンは要求データに挿入されるか、または、携帯電話１０２がセキュ
リティ・トークンを受け取っている場合、小売店サーバ１０９が携帯電話１０２とのネッ
トワーク接続のみを確立するように、要求データとは別に送信される。
【００７４】
　少なくとも１つの実施形態では、プロセッサ１２０で価格付けデータ１４９ｂが受信さ
れると、製品識別子を含む比較情報に関する要求が、プロセッサ１２０で生成される。比
較要求は、セル式トランシーバ１１８を介してリモート・ホスト１５４に送信される。リ
モート・ホスト１５４は、同等の製品の比較データベース１５６を維持し、この同等の製
品とは、同じ小売店の異なる生産者によって製造された同様の製品とすること、および／
または異なる小売店で入手可能な製品とすることが可能である。リモート・ホストは、比
較データベース１５６内のエントリを検索し、携帯電話１０２に送信するための比較デー
タを作成する。比較データは、消費者に製品ブランドを変更させるか、または小売店を変
更させるように勧誘するために、小売店で提供される特定のブランド用のまたは代替小売
店用の電子割引クーポンを含むことができる。
【００７５】
　消費者は、自分が購入したアイテムがセキュリティ・スケール１３０によって登録され
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るように、バッグ・ホルダ１２８によって保持されたバッグにそれらを入れる。セキュリ
ティ・スケール１３０は、当業者に周知の方法で動作する。
【００７６】
　価格付けデータがタグ１０６からダウンロードされるか、または小売店サーバ１０９の
ＰＬＵデータベースからアップロードされるかに関わらず、消費者は自分の買い物を完了
すると、ショッピング・カート１０４を支払端末１０８へと運ぶ。携帯電話１０２および
支払端末１０８のそれぞれのＮＦＣ通信モジュール１２２、１３６は、実質的に前述のよ
うに、通信チャネルを確立する。プロセッサ１２０は、通信チャネルを介してリスト・デ
ータを支払端末１０８にアップロードし、支払端末１０８は、ネットワーク接続１４２を
介して支払許可ホスト（図示せず）への接続を開く。通常、許可ホストとは、消費者が銀
行口座または店舗／課金口座を有する金融機関のそれである。消費者が購入したアイテム
の合計値は、当業者であれば周知の方法で許可するために、許可ホストに送信される。
【００７７】
　リストは、アイテム記述および価格付けデータの両方を含み、これはプロセッサ１３８
によってフォーマット化され、リモート許可ホストによるトランザクションの許可に続い
てレシート・プリンタ１４０でレシートが印刷される。通常、レシート・プリンタ１４０
はサーマル・プリンタであり、両面サーマル・プリンタとすることができる。いくつかの
実施形態では、消費者はレシートを印刷するか否かを要求するためのオプションを有する
。通常、この設定は、画面１１２上に提示されたプロンプトに応答して、携帯電話のキー
パッド１１０を介して実行される。ユーザの印刷プリファレンスは、リスト内のフラグが
支払端末１０８にダウンロードされると符号化される。
【００７８】
　次に図４を参照すると、セルフチェックアウト方法は、携帯電話のＮＦＣ通信モジュー
ルから問い合わせ信号を出力するステップを含む（ステップ４００）。ＮＦＣタグのアン
テナが、問い合わせ信号を受信する（ステップ４０２）。問い合わせ信号がＮＦＣタグの
タグ・プロセッサに渡される（ステップ４０４）。タグ・プロセッサは、問い合わせ信号
の受信に応答して、ＮＦＣタグに関連付けられた製品に関する製品データをアンテナに渡
す（ステップ４０６）。アンテナは、製品データが携帯電話のＮＦＣ通信モジュールによ
って受信されるように、製品データを送信する（ステップ４０８）。製品データがモバイ
ル・プロセッサに渡される（ステップ４１０）。モバイル・プロセッサは、その上に格納
されたリスト・データ構造を更新し、このリスト・データ構造は、製品データの受信に応
答してモバイル・デバイスのユーザによって購入されたアイテムのリストを表す（ステッ
プ４１２）。
【００７９】
　少なくとも１つの実施形態では、本発明は、小売店のロイヤルティ・プログラムのメン
バーシップを有する消費者へのプレミアム・サービスとして提供される。代替的にまたは
追加的に、本発明はいくつかの実施形態で、顧客が店舗に料金を支払うことになるプレミ
アム・サービスとして提供されることになる。
【００８０】
　少なくとも１つの実施形態では、本発明を使用して購入可能なアイテムの数に所定の制
限を設けることが可能であることも理解されたい。これは、消費者の携帯電話にダウンロ
ードされるソフトウェア内にこうした制限を符号化することによって達成可能である。こ
うした制限は、ソフトウェアの更新に伴う変更または除去の対象とすることができる。
【００８１】
　本発明について、携帯電話に関連して説明したが、本発明は、例えば携帯情報端末（Ｐ
ＤＡ）または電子財布などの任意のモバイル・デバイスに等しく適用可能であることを理
解されたい。
【００８２】
　上記実施形態には、本発明の精神および範囲を逸脱することなく様々な修正が実行可能
である。
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